
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⻑野県（産業労働部）プレスリリース 令和２年（2020 年）７月 27 日 

「SDGs を中核とする経営価値向上支援事業」 
の補助事業者を募集します 

産業労働部 産業立地・経営支援課 中小企業支援係 

（課長） 若月 真也  （担当） 太田 伸幸、長友 仁寿 

電 話 026-235-7195（直通） 

026-232-0111（代表） 内線2920 

ＦＡＸ  026-235-7496 

E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp 

 

1 事業内容 
補助対象者 県内に事業所を置く、法人格を有する中小企業者 

補助対象経費 
 謝⾦、旅費、消耗品費、通信運搬費、委託料、役務費、使⽤料、

原材料費  
 ※詳しくは実施要領及び公募要領を参照してください。 

補助率 補助対象経費の 1/2 以内 

補助上限額 
70 万円 
※ただし応募書類の内容等を審査の上、補助⾦交付額を決定 

※ 応募多数の場合は、書類審査により補助事業者を選定します。 
 

２ 応募方法 
(1) 応募書類 

県ホームページから「実施計画書」及び「事業計画書」をダウンロードし、 
必要事項を記入の上、６部（正本１部、コピー５部）を、持参もしくは郵送により 
県産業⽴地・経営支援課へ提出してください。 
※実施計画書及び事業計画書は下記 URL からダウンロードしてください。 
URL: https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sgds-support-r2.html  
 

(2) 公募期間 
令和２年７月 27 日（月）から８月 25 日（火）17:00 まで（郵送の場合は締切日必着） 

 
(3) 提出先・問い合わせ先 

〒380-8570  ⻑野県⻑野市⼤字南⻑野字幅下 692-２ 
⻑野県産業労働部 産業⽴地・経営⽀援課 中小企業⽀援係 
Tel:026-235-7195 

⻑野県では、持続可能な社会を実現するための開発目標（以下「SDGs」）を中核とする製品・役務の販路
開拓を⾏う事業の補助事業者を募集します。 

SDGs（持続可能な開発目標）は、美しく、誰もが安心して暮らし続けられる社会をめざし、世界みんなで取り組む目標です  


